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第１章 総  則 

（趣旨等） 

第１条 この仕様書は、香川県土木部の所掌する事業に必要な用地等を取得し、又は使用する（以下

「取得等」という。）にあたり必要となる建物その他の工作物等（以下「建物等」という。）の調

査及び移転補償額等の算定並びに土地等の取得等に係る業務（以下これらの業務を「用地調査等」

という。）を補償コンサルタント等へ発注する場合の業務内容その他必要とする事項を定めるもの

とし、もって業務の適正な執行を確保するものとする。 

２ 用地調査等の発注にあたり、当該業務の実施上この仕様書記載の内容により難いとき又は特に指

示しておく事項があるときは、この仕様書とは別に、特記仕様書を定めることができるものとし、

適用にあたっては特記仕様書を優先するものとする。 

（用語の定義） 

第２条 この仕様書に使用する用語の定義は、次の各号に定めるところによる。 

一 「調査区域」とは、用地調査等を行う区域として別途図面等で指示する範囲をいう。 

二 「権利者」とは、調査区域内に存する土地、建物等の所有者及び所有権以外の権利を有する者

をいう。 

三 「調査職員」とは、受注者への指示、受注者との協議又は受注者からの報告を受ける等の事務

を行う者で、香川県土木設計業務等委託契約約款（以下「契約約款」という。）第８条第１項に

より発注者が受注者に通知した者をいう。 

四 「検査職員」とは、契約約款第３０条第２項に定める完了検査において検査を実施する者をい

う。 

五 「管理技術者」とは、この用地調査等の主たる補償業務に関し７年以上の実務経験を有する者、

又はこの用地調査等の主たる補償業務に関する補償業務管理士（社団法人日本補償コンサルタン

ト協会の補償業務管理士研修及び検定試験実施規程第１４条に基づく補償業務管理士登録台帳

に登録されている者をいう。）等発注者がこれらの者と同等の知識及び能力を有するものと認め

た者で、契約約款第９条第１項により受注者が発注者に届け出た者をいう。 

六 「照査技術者」とは、発注者が管理技術者と同等の知識及び能力を有すると認めた者で、契約

約款第１０条第１項により、受注者が発注者に届け出た者をいう。 

七 「協力者」とは、受注者が用地調査等業務の遂行に当たって再委託する者をいう。 

八 「仕様書等」とは、仕様書、特記仕様書、図面、数量総括表、現場説明書及び現場説明に対す

る質問回答書をいう。 

九 「指示」とは、発注者の発議により調査職員が受注者に対し、用地調査等の遂行に必要な方針、

事項等を示すこと及び検査職員が検査結果を基に受注者に対し、修補等を求めることをいい、原

則として、書面により行うものとする。 

十 「承諾」とは、受注者が申し出た用地調査等の遂行に必要な事項等について、調査職員が同意

することをいう。 

十一 「協議」とは、調査職員と受注者又は管理技術者とが相互の立場で用地調査等の内容又は取
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扱い等について合議することをいう。 

十二 「報告」とは、受注者が用地調査等に係る権利者又は関係者等の情報及び業務の進捗状況等

を、必要に応じて、調査職員に報告することをいう。 

十三 「調査」とは、建物等の現状等を把握するための現地踏査、立入調査又は管轄登記所（調査

区域内の土地を管轄する法務局及び地方法務局（支局及び出張所を含む。））等での調査をいう。 

十四 「調査書等の作成」とは、現地調査結果を基に行う各種図面の作成、補償額等算定のための

数量等の算出及び各種調査書の作成をいう。 

十五 「基準」とは、国土交通省の公共用地の取得に伴う損失補償基準（平成１３年１月６日国土

交通省訓令第７６号）をいう。 

十六 「基準運用」とは、国土交通省の公共用地の取得に伴う損失補償基準の運用方針（平成１５

年８月５日付け国総国調第５７号）をいう。 

十七 「基準要領」とは、国土交通省損失補償取扱要領（平成１５年８月５日付け国総国調第５８

号）をいう。 

十八 「精度監理」とは、権利者に対し適正かつ公平な補償を実現するために、基準、基準運用及

び基準要領（以下「基準等」という。）への適合性、補償の具体的妥当性について、発注者が受

注者とは別に第三者の判断を得ることをいう。 

（基本的処理方針） 

第３条 受注者は、用地調査等を実施する場合において、この仕様書、基準等に適合したものとなる

よう、公正かつ的確に業務を処理しなければならない。 

（再委託） 

第４条 契約約款第６条第１項に規定する「主たる部分」とは、用地調査等業務における総合的企画、

業務遂行管理、調査・補償額算定等の手法の決定及び技術的判断等をいい、受注者は、これを再委

託することはできない。 

２ 契約約款第６条第３項ただし書きに規定する「軽微な部分」は、コピー、印刷、製本、資料の収

集及び単純な集計とする。 

３ 受注者は、第１項及び第２項に規定する業務以外の再委託に当たっては、発注者の承諾を得なけ

ればならない。 

４ 香川県会計規則第184条第１項第７号の規定に基づき契約の性質又は目的が競争を許さないとし

て随意契約により契約を締結した業務においては、発注者は、前項に規定する承諾の申請があった

ときは、原則として契約金額の３分の１以内で申請がなされた場合に限り、承諾を行うものとする。 

ただし、業務の性質上、これを超えることがやむを得ないと発注者が認めたときはこの限りでは

ない。 

５ 受注者は、用地調査等業務を再委託に付する場合、書面により協力者との契約関係を明確にして

おくとともに、協力者に対し用地調査等業務の実施について適切な指導、管理を行い用地調査等業

務を実施しなければならない。 

なお、協力者が、香川県の建設コンサルタント業務等指名競争参加資格者である場合は、香川県

による指名停止期間中においては、再委託の契約をしてはならない。 



3 

（用地調査等の区分） 

第５条 この仕様書によって履行する用地調査等は、次の各号に定めるところにより行うものとする。 

一 用地測量は、測量法（昭和 24年法律第 188号）第 33条の規定に基づく香川県公共測作業規

程によるもののほか、この仕様書に定めるところによるものとする。 

二 建物は、表１により木造建物〔Ⅰ〕、木造建物〔Ⅱ〕、木造建物〔Ⅲ〕、木造特殊建物、非木

造建物〔Ⅰ〕及び非木造建物〔Ⅱ〕に区分する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）建築設備及び建物附随工作物（テラス、ベランダ等建物と一体として施工され、建物の効用に

寄与しているもの）は、建物の調査に含めて行うものとし、この場合の「建築設備」とは、建物

と一体となって、建物の効用を全うするために設けられている、または、建物の構造と密接不可

分な関係にあるおおむね次に掲げるものをいう。  

(1) 電気設備（電灯設備、動力設備、受・変電設備（キュービクル式受変電設備を除く。）、ソー

ラーパネル等発電設備等）  

(2) 通信・情報設備（電話設備、電気時計・放送設備、インターホン設備、警備設備、表示設備、

テレビジョン共同受信設備等）  

(3) ガス設備  

(4) 給・排水、衛生設備  

(5) 空調（冷暖房・換気）設備  

(6) 消火設備（火災報知器、スプリンクラー等）  

(7) 排煙設備 

(8) 汚物処理設備  
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(9) 煙突  

(10) 運搬設備（昇降機、エスカレーター等。ただし、工場、倉庫等の搬送設備を除く。）  

(11) 避雷針 

ただし、借家人等の建物所有者と異なる者の所有であり、かつ、容易に取り外しが行えるよう

な場合は、この限りでない。 

三 工作物は、表２により機械設備、生産設備、附帯工作物、庭園及び墳墓に区分する。 
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四 立竹木は、表３により庭木等、用材林、薪炭林、収穫樹、特用樹、竹林、苗木（植木畑）及び

その他の立木に区分する。 
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（業務従事者及び担当技術者） 

第６条 受注者は、管理技術者の管理の下に、用地調査等に従事する者（補助者を除く。）として、

その業務に十分な知識と能力を有する者を充てなければならない。 

２ 受注者は、前項の用地調査等に従事する者（補助者を除く。）に、表４の業務内容毎に同表資格

欄に掲げる資格を有する者（以下「有資格者」という。）を１名以上含めるものとし、その氏名、

資格その他必要な事項を調査職員に通知（別記様式第２－１号）するものとする。 

３ 受注者は、有資格者のうち、「担当技術者」を３名まで定めることができるものとし、これを定

める場合にあっては、契約締結後、発注者に担当技術者を通知（別記様式第２－２号）しなければ

ならない。 

４ 有資格者は、管理技術者及び複数の業務内容の有資格者を兼ねることができるものとする。

５ 有資格者は、照査技術者を兼ねることはできないものとする。 
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 第２章 用地調査等の基本的処理方針 

第１節 用地調査等の実施手続 

（施行上の義務及び心得） 

第７条 受注者は、用地調査等の実施に当たって、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。

一 自ら行わなければならない関係官公署への届出等の手続は、迅速に処理しなければならない。

二 用地調査等で知り得た権利者側の事情及び成果品の内容は、他に漏らしてはならない。 

三 用地調査等は補償の基礎となる権利者の財産等に関するものであることを理解し、正確かつ良

心的に行わなければならない。また、実施に当たっては、権利者に不信の念を抱かせる言動を慎

まなければならない。 

四 権利者から要望等があった場合には、十分にその意向を把握したうえで、速やかに、調査職員

に報告し、指示を受けなければならない。 

 

（提出書類） 

第８条 受注者は、別記１提出書類一覧表に掲げる書類を提出期日までに主任調査職員に提出しな

ければならない。 

２ 受注者が発注者に提出する書類で様式が定められていないものは、受注者において様式を定め、

提出するものとする。ただし、発注者がその様式を指示した場合は、これに従わなければならない。 

３ 受注者は、負金額１００万円以上の業務について、業務の受注、変更、完成、訂正時に業務実績

情報として「業務カルテ」を作成し、調査職員に確認を受けたうえ、受注、変更、完了時はその時

点から１０日以内に、訂正時はすみやかに、登録機関に登録申請しなければならない。 

また、登録機関発行の「業務カルテ受領書」が届いた際は、その写しを直ちに調査職員に提出し

なければならない。ただし、変更時と完了時の間が１０日間に満たない場合は、変更時の提出を省

略することができるものとする。 

 

（現地踏査） 

第９条 受注者は、用地調査等の着手に先立ち、調査区域の現地踏査を行い、地域の状況、土地及

び建物等の概況を把握するものとする。 

 

（業務計画の策定） 

第１０条 受注者は、契約締結後１４日以内にこの仕様書、特記仕様書及び現地踏査の結果等を基

に業務計画書を策定し調査職員に提出するものとする。 

２ 前項の業務計画書には、次の事項を記載するものとする。 

一 業務概要 

二 実施方針 

三 業務工程 

四 業務組織計画 

五 打合せ計画 
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六 成果品の品質を確保するための計画 

七 成果品の内容、部数 

八 使用する主な図書及び基準 

九 連絡体制（緊急時を含む） 

十 使用する主な機器 

十一 仕様書等において照査技術者による照査が定められている場合は、照査計画 

十二 その他 

３ 受注者は、業務計画書の重要な内容を変更する場合は、理由を明確にしたうえ、その都度調査職

員に変更業務計画書を提出するものとする。 

４ 受注者は、第１項の業務計画書に基づき業務が確実に実施できる執行体制を整備するものとする。 

 

（調査職員の指示等） 

第１１条 受注者は、用地調査等の実施に先立ち、管理技術者を立ち会わせたうえ、調査職員から業

務の実施について必要な指示を受けるものとする。 

２ 受注者は、用地調査等の実施にあたりこの仕様書、特記仕様書又は調査職員の指示について疑義

が生じたときは、調査職員と協議するものとし、その結果については受注者が記録し相互に確認す

るものとする。 

３ 調査職員の指示は、別記様式第３号により行うものとする。 

４ 受注者は、用地調査等の遂行上必要な事項について承諾を受ける場合は、別記様式第４号により

行うものとする。 

５ 第２項の協議は、別記様式第５号により行うものとする。 

 

（貸与品等） 

第１２条 受注者は、用地調査等を実施するに当たり必要な図面その他の資料を貸与品等として使用

する場合には、発注者から貸与又は支給を受けるものとする。 

２ 登記事項証明等の貸与を受ける必要があるときは、別途調査職員と協議するものとする。 

３ 貸与品等の品名及び数量は特記仕様書によるものとし、貸与品等の引渡しは、貸与品等引渡通知

書（別記様式第１号）により行うものとする。 

４ 受注者は、前項の貸与品等を受領したときは、貸与品等受領書（別記様式第６号）を調査職員に

提出するものとする。 

５ 受注者は、用地調査等が完了したときは、完了の日から３日以内に貸与品等を返納するとともに

貸与品等精算書（別記様式第７号）及び貸与品等返納書（別記様式第８号）を調査職員に提出する

ものとする。 

 

（立入り及び立会い） 

第１３条 受注者は、用地調査等のために権利者が占有する土地、建物等に立ち入ろうとするときは、

あらかじめ、当該土地、建物等の権利者の同意を得なければならない。 

２ 受注者は、前項に規定する同意が得られたものにあっては立入りの日及び時間を、あらかじめ、

調査職員に報告するものとし、同意が得られないものにあってはその理由を付して、速やかに、
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調査職員に報告し、指示を受けるものとする。 

３ 受注者は、用地調査等を行うため土地、建物等の立入り調査を行う場合には、権利者の立会い

を得なければならない。ただし、立会いを得ることができないときは、あらかじめ、権利者の了

解を得ることをもって足りるものとする。 

 

（障害物の伐除） 

第１４条 受注者は、用地調査等を行うため障害物を伐除しなければ調査が困難と認められるときは、

調査職員に報告し、指示を受けるものとする。 

２ 調査職員の指示により障害物の伐除を行ったときは、障害物伐除報告書（別記様式第９号）を調

査職員に提出するものとする。 

 

（身分証明書の携帯） 

第１５条 受注者は、身分証明書交付申請書（別記様式第１０号）を発注者に提出し、用地調査等に

従事する者の身分証明書の交付を受け、用地調査等に従事する者に携帯させるものとする。 

２ 用地調査等に従事する者は、権利者等から請求があったときは、前項により交付を受けた身分証

明書を提示しなければならない。 

３ 受注者は、用地調査等が完了したときは、速やかに、身分証明書を発注者に返納しなければなら

ない。 

 

（算定資料） 

第１６条 受注者は、物件移転料及びその他通常生ずる損失に関する補償額等の算定にあたっては、

発注者が定める物件移転等標準書（以下「標準書」という。）等損失補償単価に関する基準資料等

（以下「標準書等」という。）に基づき行うものとする。ただし、標準書等に掲載のない損失補償

単価等については、調査職員と協議のうえ、市場調査により求めるものとする。 

 

（調査職員への進捗状況の報告） 

第１７条 受注者は、業務を実施した場合、用地調査等業務日報（別記様式第１１号）を作成すると

ともに、調査職員から用地調査等の進捗状況について調査又は報告を求められたときは、これに応

じなければならない。 

２ 受注者は、前項の進捗状況の報告に管理技術者を立ち会わせるものとする。 

 

（成果品の一部提出等） 

第１８条 受注者は、用地調査等の実施期間中であっても、調査職員が成果品の一部の提出を求めた

ときは、これに応ずるものとする。 

２ 調査職員は、前項で提出した成果品の一部について、その報告を求めることができる。受注者は

当該報告に管理技術者及び調査職員の求めに応じて照査技術者を立ち会わせるものとする。 

３ 受注者は、用地調査等のうち精度監理を実施するものとされたものについては、調査職員の指示

により第１９条に定める成果品の提出に先立って、仮提出をしなければならない。 
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（成果品） 

第１９条 受注者は、別記２成果品一覧表に掲げる成果品等のうち、業務区分に基づき、必要な成果

品を提出するものとする。 

２ 成果品は、第６章から第１１章に係るものについては所有者ごとに、その他のものについては別

記２成果品一覧表に定めるものを除き種類別に編集し、表紙（様式第１）に年度、箇所（地区）名、

業務の名称、発注者の名称及び受注者の名称等を記載するとともに、目次を付したうえ、容易に取

り外すことが可能な方法により作成するものとする。ただし、綴る用紙が少ない場合は、複数の成

果品を合わせて作成することができるものとする。 

３ 受注者は、成果品の作成に当たり使用した調査表等の原簿を契約約款第３９条に定める瑕疵担保

の期間保管し、調査職員が提出を求めたときは、これらを提出するものとする。 

（検査） 

第２０条 受注者は、検査職員が用地調査等の完了検査を行うときは、管理技術者及び調査職員の求

めに応じて照査技術者を立ち会わせるものとする。 

２ 受注者は、検査のために必要な資料の提出その他の処置について、検査職員の指示に速やかに従

うものとする。 

（精度監理対象業務の対応） 

第２１条 受注者は、第１８第３項の規定により仮提出した成果品の内容等について、調査職員から

質問等があったときは、必要な資料等を示し、これに答えるものとする。 

２ 受注者は、仮提出した成果品の内容等について、調査職員から再検討又は修補の指示があったと

きは、速やかに、これに応ずるものとする。 

３ 受注者は、前項の修補の指示項目以外の項目についても、これに類する項目があると認めるとき

は、これを修補するものとする。 

 

第２節 数量等の処理 

（数量等の処理） 

第２２条 数量等の処理については、別記５から別記１５に定めのないものは、この節の定めるとこ

ろによる。 

（用地測量の面積計算及び計算数値の取扱い等） 

第２３条 用地測量の面積計算は、原則として、座標法によるものとする。 

２ 用地測量に係る計算数値の取扱いは、次の各号のとおりとし、端数は切捨てるものとする。 

一 長さ ｍ単位 小数点以下３けた 

二 面積 ㎡単位 小数点以下６けた 

３ 土地の面積は、１平方メートルの１００分の１未満の端数を切り捨てるものとする。 
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（建物等の計測） 

第２４条 建物及び工作物の調査において、長さ、高さ等の計測単位は、メートルを基本とし、小数

点以下第２位（小数点以下第３位四捨五入）とする。ただし、排水管等の長さ等で小数点以下第２

位の計測が困難なものは、この限りでない。 

２ 建物の面積に係る計測は、原則として、柱又は壁の中心間で行うこととする。 

３ 建物等の構造材、仕上げ材等の厚さ、幅等の計測は、原則として、ミリメートルを単位とする。 

４ 立竹木の計測単位は、次の各号によるものとする。 

一 胸高直径は、センチメートル（小数点以下第１位四捨五入）とする。 

二 樹高、幹周及び葉張はメートルとし、小数点以下第１位（小数点以下第２位四捨五入）とする。 

５ 宿根草等が植込まれている区域の計測単位は、メートルとし、小数点以下第１位（小数点以下第 

２位四捨五入）とする。 

（図面等に表示する数値及び面積計算） 

第２５条 建物等の調査図面に表示する数値は、前条の計測値を基にミリメートル単位で記入するも

のとする。 

２ 建物等の面積計算は、前項で記入した数値によって小数点以下第４位まで算出し、それを建物等

の各階別に累計し、その小数点以下第２位（小数点第３位以下切捨て）までとする。 

３ 建物等の延べ面積は、前項で算出した各階別の小数点以下第２位までの数値を合計した数値とす

る。 

４ １棟の建物が複数の用途に供されているときは、用途別の面積を前２項の定めるところにより算

出するものとする。 

（計算数値の取扱い） 

第２６条 建物等の補償額算定に必要となる構造材、仕上げ材等の数量算出の単位は、通常使用され

ている例によるものとする。ただし、算出する数量が少量であり、通常使用している単位で表示す

ることが困難な場合は、別途の単位を使用することができるものとする。 

２ 構造材、仕上げ材等の数量計算は、原則として、それぞれの単位を基準として次の方法により行

うものとする。 

一 数量計算の集計は、補償金算定表に計上する項目ごとに行う。 

二 前項の使用単位で直接算出できるものは、その種目ごとの計算過程において、小数点以下第３ 

位（小数点以下第４位切捨て）まで求める。 

三 前項の使用単位で直接算出することが困難なものは、種目ごとの長さ等の集計を行った後、使

用単位数量に換算する。この場合における長さ等の集計は、原則として、小数点以下第２位をも

って行うものとし、数量換算結果は、小数点以下第３位まで算出する。 

 
（補償金算定表に計上する数値） 

第２７条 補償金算定表に計上する数値（価格に対応する数量）は、次の各号によるもののほか、第

２４条による計測値を基に算出した数値とする。 

 一 建物の延べ床面積は、第２５条第３項で算出した数値とする。 
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二 構造材、仕上げ材その他の数量は、前条第２項第２号及び第３号で算出したものを小数点以下

第２位（小数点以下第３位四捨五入）で計上する。 

（補償額等の端数処理） 

第２８条 補償額等の算定を行う場合の資材単価等の端数処理は、原則として、次の各号によるもの

とする。 

一 補償額算定に必要となる資材単価等は、次による。  

 

 

 

 

 

二 建物等の移転料の算定のための共通仮設費及び諸経費等にあっては、１００円未満を切り捨て

た金額を計上する。この場合において、その額が１００円未満のときは、１円未満切り捨てとす

る。 

三 建物の１平方メートル当たりで算出する単価（現在価格等）は、１００円未満切り捨てとする。

四 建物の消費税抜き補償額は、１０，０００円未満を切り捨てるものとする。 

五 各補償における消費税課税対象額は、建物は１０，０００円未満を切り捨てるものとし、建物

以外は円未満を切り捨てるものとする。 

六 工作物等の補償単価（一位代価）は、次による。  

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

第３章 権 利 調 査 

第１節 調  査 

（権利調査） 

第２９条 権利調査とは、登記事項証明書、戸籍簿等の簿冊の謄本等の収受又は居住者等からの聴取

り等の方法により土地、建物等の現在の権利者（又はその法定代理人）等の氏名又は名称（以下「氏

名等」という。）及び住所又は所在地（以下「住所等」という。）等に関し調査することをいう。 

（地図の転写） 

第３０条 地図の転写は、調査区域について管轄登記所に備付けてある地図（不動産登記法（平成１

６年法律第１２３号）第１４条第１項又は同条第４項の規定により管轄登記所に備える地図又は地

図に準ずる図面をいう。以下同じ。）を次の各号に定める方法により行うものとする。 

一 転写した地図には、地図の着色に従って着色する。 

二 転写した地図には、地図番号、方位、縮尺、市町村名、大字名、字名（隣接字名を含む。）及

び地番を記載する。 

三 転写した地図には、管轄登記所名、転写年月日及び転写を行った者の氏名を記入する。 

２ 地積測量図の転写は、調査区域内の土地について、管轄登記所に地積測量図及び地役権図面が存

する場合に、これを転写又は複写する方法により行うものとする。 

 

（土地の登記記録の調査） 

第３１条 土地の登記記録の調査は、前条で作成した地図から調査職員が指示する範囲の土地に関し、

次の各号に掲げる事項について行うものとする。 

一 土地の所在及び地番並びに当該地番に係る最終支号 

二 地目及び地積 

三 登記名義人の氏名等及び住所等 

四 共有地については、共有者の持分 

五 登記の受付番号 

六 登記原因及びその日付 

七 土地に関する所有権以外の権利の登記があるときは、権利登記名義人の氏名等及び住所等、権 

利の種類、順位番号及び内容並びに権利の始期及び存続期間 

八 仮登記等があるときは、その内容 

九 その他必要と認める事項 

（建物の登記記録の調査） 

第３２条 建物の登記記録の調査は、第３０条で作成した地図から調査職員が指示する範囲に存する

建物に係る次の各号に掲げる登記事項について行うものとする。 

一 建物の所在地、家屋番号、種類、構造及び床面積 
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二 登記名義人の氏名等及び住所等 

三 共有建物については、共有者の持分 

四 登記の受付番号及びその日付け 

五 登記原因及びその日付け 

六 建物に関する所有権以外の権利の登記があるときは、登記名義人の氏名等及び住所等、権利の 

種類及び内容並びに権利の始期及び存続期間 

七 仮登記等があるときは、その内容 

八 その他必要と認める事項 

（権利者の確認調査） 

第３３条 権利者の確認調査は、前２条に規定する調査が完了した後、実地調査及び次の各号に定め

る書類等により行うものとする。 

一 戸籍簿、除籍簿、住民票又は戸籍の附票等 

二 商業の登記記録、法人の登記記録 

２ 権利者が法人以外であるときの調査事項は、次の各号に掲げるものとする。 

一 権利者の氏名、住所及び生年月日 

二 権利者が登記名義人の相続人であるときは、相続関係。相続の経過を明らかにした相続関係説

明図を作成する。 

三 権利者が未成年者等であるときは、その法定代理人等の氏名及び住所 

四 権利者が不在者であるときは、その財産管理人の氏名及び住所 

３ 権利者が法人であるときの調査事項は、次の各号に掲げるものとする。 

一 法人の名称及び主たる事務所の所在地 

二 法人を代表する者の氏名及び住所 

三 法人が破産法（平成１６年法律第７５号）による破産宣告を受けているとき等の場合にあって

は、破産管財人等の氏名及び住所 

４ 前条の建物の登記記録の調査により未登記の建物が存在することが明らかになった場合には、当

該建物所有者の氏名等及び住所等について、居住者等からの聴き取りを基に調査を行うものとする。 

 

（墓地管理者等の調査） 

第３４条 墓地管理者等の調査は、調査区域内に存する墓地又は墳墓の権利関係について、次の各号

により行うものとする。 

一 墓地の所有者及び管理者（以下「墓地管理者」という。）の調査 

墓地管理者の調査は、土地の登記記録の調査及び市町村吏員、集落の代表者等、寺院の代表役

員等からの聴き取りによる。この場合において、墓地管理者が宗教法人のときは、宗教法人の登

記記録等により次に掲げる事項を調査する。 

イ 名称 

ロ 事務所の所在地 

ハ 包括団体の名称及び宗教法人・非宗教法人の別 

ニ 代表権を有する者の氏名、住所及び資格 
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ホ 財産処分等に関する規則がある場合は、その事項 

ヘ 永代使用料（入壇志納金）に関する事項 

ト その他必要と認める事項 

二 墓地使用（祭祀）者の調査 

イ 墓地使用者の画地ごとに、墓地管理者等から墓地の使用（祭祀）者の氏名、住所等について

聴き取りする。この場合において、墓地の使用者から維持・管理の委任を受けている者がいる

とき又は墓地使用名義人と現実の使用者（祭祀を主宰する者）が異なっている場合には、その

原因と受任者、承継人等の氏名及び住所を調査する。 

ロ それぞれの墓地の画地については、前号の調査を基に墓地管理者と協議し、墓地の使用（祭

祀）者を確認する。 

三 墓地使用（祭祀）者単位の霊名簿（過去帳）の調査 

前２号で確定した墓地使用（祭祀）者（未確認のものを含む。）を単位として、墓地管理者が

管理する霊名簿（過去帳）及び墓地使用（祭祀）者から次に掲げる事項を聴き取りする。 

イ 法名（戒名） 

ロ 俗名、性別及び享年 

ハ 死亡年月日 

ニ 火葬、土葬の区分 

ホ 墓地使用者単位の霊数 

ヘ その他必要と認める事項 

（土地利用履歴等の調査） 

第３５条 土地利用履歴等の調査は、取得又は使用の対象となる土地に係る土壌汚染状況調査の実施

の要否を判定するため、別記３土壌汚染に関する土地利用履歴等調査要領により行うものとする。 

第２節 調査書等の作成 

（転写連続地図の作成） 

第３６条 転写した地図は、各葉を複写して連続させた地図（以下「転写連続図」という。）を作成

し、次の事項を記入するものとする。 

一 工事計画平面図等に基づく土地の取得等の予定線 

二 第３１条で調査した登記名義人の氏名等 

三 土地の登記記録に記録された権利部に記載されている権利者並びに地目及び地積 

四 管轄登記所名、転写年月日及び転写を行った者の氏名 

（調査書の作成） 

第３７条 第３０条から第３４条までに調査した事項については、地図写（様式第３号）、土地の登

記記録一覧表（様式第４号）、土地調査表（様式第５号）、建物の登記記録一覧表（様式第６号）、

戸籍簿等調査表（様式第７号）、相続関係説明図（様式第８号）、墓地管理者調査表（様式第６７
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号の１）及び墓地使用（祭祀）者調査表（様式第６７号の２）に所定の事項を記載するものとする。 

２ 前項の各調査表の編綴は、大字及び字ごとに地番順で行うものとする。 

３ 土地利用履歴等の調査表は、第３５条の調査結果を基に別記３土壌汚染に関する土地利用履歴等 

調査要領により作成するものとする。 
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第４章 用 地 測 量 

第１節 境界確認 

（公共用地境界の打合せ） 

第３８条 調査区域内に公共物管理者等が管理する土地が存するときは、公共物管理者等と公共用地

境界確定（境界確認を含む。）の方法について調査職員の指示に基づき打合せを行わなければなら

ない。 

 

（資料の作成及び立会い） 

第３８条の２ 前条の打合せの結果を調査職員に報告し、その指示に基づき公共用地境界確定のため

の手続き又は現況測量等に必要となる資料の収集及び作成を行うものとする。 

２ 公共物管理者等が現地において公共用地境界確定作業を行うときは、それらの作業を補助するも

のとする。 

３ 前条の打合せの結果、第３６条により作成した転写連続図その他資料を基に現況測量等を行うこ

とによって、公共物管理者等が公共用地境界の確定とみなすとした場合には、これに必要な作業を

行うものとする。この場合に必要に応じて公共用地に隣接する土地の所有者から第４２条第２項に

準じた同意を取りつけるものとする。 

 

（境界確定後の図書の作成） 

第３８条の３ 前条の境界確定作業が完了したときは、速やかに公共用地境界確定のために必要な図

面等の作成を行うものとする。 

 

（立会い準備） 

第３９条 受注者は、調査区域内の民有地等で、所有権、借地権、地上権等で第３９条の画地の境界

点の確認を行うために立会いが必要と認められる権利者一覧表を第３０条から第３４条までの調

査結果を基に第３７条に定める土地の登記記録一覧表に準じて作成しなければならない。 

２ 受注者は、前項の権利者一覧表の作成が完了したときは、調査職員と立会い日時、具体の作業手

順等について協議し、その指示によって権利者に対する立会い通知等の準備を行わなければならな

い。 

（復元測量） 

第４０条 受注者は、境界確認に先立ち境界を確定するうえで、不動産登記法第１４条地図、地籍測

量図及び地役権図面等に基づき境界杭を確認又は復元しなければならないときは、調査職員に協議

を行い、香川県公共測量作業規程の定めるところにより実施するものとする。 

 

（境界立会いの画地及び範囲） 

第４１条 境界立会いの画地及び範囲は、香川県公共測量作業規程に定めるところによるほか、１筆

の土地であっても、その一部が異なった現況地目となっている場合は、不動産登記事務取扱手続準

則に定める地目の区分による現況地目ごとの画地とする。また、調査区域内の土地の隣接土地等の

うち調査職員が必要であると指示した画地についても対象とするものとする。 
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（境界立会い） 

第４２条 受注者は、前条の境界立会いの範囲について、調査職員の指示により、各境界点に関する

権利者を現地に召集し、次の各号の手順によって境界点の立会いを行わなければならない。 

一 境界標識が設置されている境界点については、関連する権利者全員の同意を得ること。 

二 境界点が表示されていないため、各権利者が保有する図面等によって、現地に境界点の表示等

の作業が必要と認められる場合には、これらの作業を行うものとする。この場合の作業に当たっ

ては、いずれの側にも片寄ることなく中立の立場で行うものとする。 

三 前号の作業によって表示した境界点が関連する権利者全員の同意が得られたときには、木杭

（プラスチック杭を含む。）又は金属鋲（頭部径１５㎜）等容易に移動できない標識を設置する

ものとする。 

四 前各号で確認した境界点について、原則として、白色のペイントを着色するものとする。ただ

し、境界石標等が埋設されていて、その必要がないものはこの限りでない。 

２ 受注者は、前項の境界点立会いが完了したときは、関連する権利者全員から土地境界立会確認書

（様式第９号）に確認のための署名押印を求めなければならない。ただし、押印を得られない者に

ついては、署名で足りるものとする。 

３ 受注者は、第１項の境界点立会いにおいて、次の各号の一に該当するものは、その事由等を整理

し調査職員に報告し、その後の処置について指示を受けなければならない。 

一 関連する権利者全員の同意が得られないもの 

二 関連する権利者の一部が立会いを拒否したもの 

三 必要な境界点を確定するために測量区域以外の境界立会い又は測量を権利者から要求された

とき。 

４ 受注者は、取得し、又は使用する土地について、土地の表示の登記、分筆の登記又は地積の更正

の登記を必要とする場合は、境界立会い及び測量の結果等を記載した土地現地調査書（様式第１０

号）を作成するものとする。 

 

 

第２節 境界測量 

（用地測量の基準点） 

第４３条 受注者は、用地測量に使用する基準点について当該公共事業に係る基準点測量が完了して

いるときは、別途調査職員が指示する基準点測量の成果（基準点網図、測点座標値等）を基に検測

して使用しなければならない。 

２ 受注者は、前項の基準点測量の成果を検測した結果、滅失、位置移転、毀損等が生じているとき

には調査職員と協議しなければならない。 

３ 受注者は、第１項の基準点測量が実施されていないものについては、基準点の設置、座標値の設

定方法等について調査職員と協議し、その指示を受けなければならない。 
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（境界測量） 

第４４条 受注者は、各境界点の測量を行うに当たっては、香川県公共測量作業規定に定めるところ

によるほか、土地の実測平面図に必要となる建物及び主要な工作物の位置を併せて観測するものと

する。 

２ 各境界点等は、連番を付するものとする。 

（準拠点の設置） 

第４５条 受注者は、測量区域内において、用地幅杭との相互関係を明らかにするための埋設標（以

下「準拠点」という。）を次の各号により設置しなければならない。ただし、起業地外に永続性の

ある工作物（境界標、非木造建物、記念碑等）が存し用地幅杭との相互関係を明らかにできる場合

は、これら工作物を準拠点とすることができる。 

一 準拠点は、各用地幅杭との距離が概ね５０ｍ以内になるように設置しなければならない。 

二 準拠点は、境界点等が容易に復元でき、かつ、将来滅失し、又は毀損される恐れのない位置に

設置しなければならない。 

三 準拠点は、金属鋲（頭部径７５㎜、しんちゅう製）を埋設したコンクリート杭（１２㎝×１２

㎝×９０㎝）を設置するものとする。ただし、コンクリート杭の埋設が適切でない箇所は、金属

鋲により設置することができる。 

四 金属鋲には、準拠点番号を表示するものとする。 

五 準拠点の測量精度は、４級基準点測量に準ずるものとする。 

２ 準拠点は、基準点測量に準じた方法により平面直角座標系（平成１４年１月１０日国土交通省告

示第９号「測量法第１１条第１号に定める測量基準のうち位置についての平面直角座標を指定」）

の平面直角座標値を求め、中心線の測点ごとの用地幅杭に係る平面直角座標値とともに実測平面図

の空欄に記入するものとする。 

３ 用地幅杭設置までにおいて、基準点測量が実施されていない場合は、前号に定める位置の表示は、

任意の座標系によることができるものとする。 

（用地境界仮杭の設置） 

第４６条 受注者は、調査職員の指示があった場合で、境界測量等の作業が完了し用地取得の対象と

なる範囲が確定したときには、香川県公共測量作業規程に定める方法により、用地境界仮杭の設置

を次の各号により行わなければならない。 

一 原則として、関連する権利者の立会いのうえ行う。 

二 用地境界仮杭は、木杭（プラスチック杭を含む。）又は金属鋲（頭部径１５㎜）等のものとす

る。 

三 用地境界仮杭には、原則として、黄色のペイントで着色する。 

２ 受注者は、前項の用地境界仮杭が建物等で支障となって、設置が困難なときには、その理由を整

理し調査職員に報告しなければならない。ただし、関連する権利者が用地境界仮杭の設置を強く要

求するときは、調査職員の指示を受け用地境界仮杭の控杭を設置するものとする。この場合に、用

地境界仮杭との関係を関連する権利者に充分理解させたうえで、用地境界仮杭との関係図を作成す

るものとする。 
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（境界点間測量） 

第４７条 受注者は、境界測量において隣接する境界点間の距離を、香川県公共測量作業規程に定め

る方法を用いて測定し精度を確認しなければならない。 

 

 

 

第３節 面積計算の範囲等 

（面積計算の範囲等） 

第４８条 面積計算の範囲等は、第４１条に定める画地を単位とし、次の各号によって行うものとす

る。 

一 画地のすべてが取得等の予定線の内に存するときは、その画地面積 

二 画地が取得等の予定線の内外に存するときは、用地取得の対象となる土地及び用地取得の対象 

となる土地以外の土地（残地）の面積 

三 土地の面積は、１筆ごとに次の方法により求めるものとする。 

イ １筆の土地に異なる現況地目があるときは、１筆の土地の総面積を求めたうえ、評価格の高

い地目の土地面積から順次差し引いて面積を求めるものとし、同一の地目の土地に異なる権利

者があるときは、その権利者ごとにそれぞれ面積を求めるものとする。 

ロ １筆の土地が取得等の区域線にまたがるため分筆を必要とする場合において、当該土地に異

なる地目又は権利者があるときは、前記イを準用するものとする。 

四 前各号によらない場合については、調査職員の指示による。 

２ 面積計算を終了したときは、第３７条に定める土地調査表の現況調査欄に取得用地の地目及び面

積を記入するものとする。この場合において記入する地目は、第４１に定める地目ごとに区分して

記入し、面積は１平方メートルの１００分の１を単位とする。 

第４節 土地の実測平面図等の作成 

（土地の実測平面図の作成） 

第４９条 受注者は、土地の実測平面図等の作成に当たっては、香川県公共測量作業規程の定めると

ころによるほか、次の各号の方法により行うものとする。 

なお、表示記号については、別記４実測平面図表示記号によるものとする。 

一 土地の実測平面図は、次の事項及び調査職員が指示する事項をポリエステルフィルムに記入す

る。 

イ 補助基準点、準拠点及び中心杭の位置、番号及び座標値 

ロ 受注者名及び用地測量に従事した者の記名押印 

ハ 道路名、水路名 

ニ 建物及び主要な工作物 

ホ その他 

二 土地の実測平面図の縮尺は、縮尺５００分の１（土地が市街地にあるとき等にあっては、調

査職員の指示により縮尺２５０分の１とすることができる。）とする。 
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三 土地の実測平面図は、左を起点側、右を終点側とし、数葉にわたるときは、一筆の土地が２

葉にまたがらないこととし、右上に番号を付すとともに、当該図面がどの位置に存するかを示

す表示図を記載するものとする。 

 

（土地の用地平面図の作成等） 

第５０条 受注者は、土地の用地平面図をポリエステルフィルムに黒色のインク（ただし、取得等の

予定線は朱色とする。）で透写し、実測平面図各葉について連続させた土地の用地平面図を作成す

るものとする。ただし、補助基準点、境界辺長及び座標値は表示しないものとする。 

（永久境界杭埋設） 

第５１条 受注者は、用地幅杭及び用地境界仮杭に換えて永久境界杭を次の各号により埋設しなけれ

ばならない。 

一 永久境界杭は、コンクリート杭（１２㎝×１２㎝×９０㎝）を埋設するものとする。 

二 軟弱地盤等の地質の悪い箇所に埋設する場合は、１２㎝×１２㎝×１２０㎝のコンクリート杭

を埋設するものとする。 

三 永久境界杭の埋設にあたっては、香川県公共測量作業規程に定める方法により埋設しなければ

ならない。 
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第５章 土 地 評 価 

（土地評価） 

第５２条 土地評価とは、取得等する土地（残地等に関する損失の補償を行う場合の当該残地を含

む。）の更地としての正常な取引価格を算定する業務をいい、不動産の鑑定評価に関する法律（昭

和３８年法律第１５２号）第２条で定める「不動産の鑑定評価」は含まないものとする。 

（土地評価の基準） 

第５３条 受注者は、土地評価を行うに当たっては、基準等及び土地評価事務処理細則（昭和６２年

１月８日建設省経整発第３号）に定めるもののほか、本章及び別記５土地評価業務要領に定めると

ころに基づき実施するものとする。 

（現地踏査及び資料作成） 

第５４条 土地評価に当たっては、あらかじめ、調査区域及びその周辺区域を踏査し、当該区域の用

途的特性を調査するとともに、土地評価に必要となる次の各号に掲げる資料を作成するものとする。 

一 同一状況地域区分図 

同一状況地域区分図は、近隣地域及び類似地域につき都市計画図その他類似の地図を用い、お

おむね次の事項を記載したものを作成する。 

イ 起業地の範囲、同一状況地域の範囲、基準運用第２第３項( 1)に規定する標準地及び用途的

地域の名称 

ロ 鉄道駅、バス停留所等の交通施設 

ハ 学校、官公署等の公共施設、病院等の医療施設、銀行、スーパーマーケット等の商業施設 

ニ 幹線道路の種別、幅員 

ホ 都市計画の内容、建築物の面積・高さ等に関する基準 

ヘ 行政区域、大字及び字の境界 

ト 取引事例地 

チ 地価公示法（昭和４４年法律第４９号）第６条により公示された標準地（以下「公示地」と

いう。）又は国土利用計画法施行令（昭和４９年政令第３８７号）第９条第５項により周知さ

れた基準地（以下「基準地」という。） 

二 取引事例地調査表 

取引事例比較法に用いる取引事例は、土地評価事務処理細則第５条に基づき収集し、おおむね

次の事項を整理のうえ、調査表を作成する。 

イ 土地の所在、地番及び住居表示 

ロ 土地の登記記録記載の地目及び面積並びに現在の土地の利用状況 

ハ 周辺地域の状況 

ニ 土地に物件がある場合は、その種別、構造、数量等 

ホ 売主及び買主の氏名等及び住所等並びに取引の目的及び事情（取引に当たって特段の事情が

ある場合はその内容を含む。） 



25 

ヘ 取引年月日、取引価格等 

ト 取引事例地の画地条件（間口、奥行、前面道路との接面状況等）及び図面（縮尺１００分の

１から５００分の１程度） 

三 収益事例調査表及び造成事例調査表 

収益事例調査表及び造成事例調査表は、収益事例については総収入及び総費用並びに土地に帰

属する総収益等、造成事例については素地価格及び造成工事費等のほか、前号に掲げる記載事項

に準じた事項を整理のうえ作成する。 

四 用途的地域の判定及び同一状況地域の区分の理由を明らかにした書面 

五 地域要因及び個別的要因の格差認定基準表 

格差認定基準表とは、土地価格比準表を適用するに当たり、土地価格比準表の定める要因中の

細項目に係る格差率適用の判断を行うに当たり基準となるものをいう。 

六 公示地及び基準地の選定調査表 

調査区域及びその周辺区域に規準すべき公示地又は基準地があるときは、公示又は周知事項に

ついて調査表を作成する。 

（標準地の選定及び標準地調査書の作成） 

第５５条 土地評価に当たっては、同一状況地域ごとに標準地を選定し、標準地調査書を作成するも

のとする。 

２ 標準地調査書は、前条第２号で定める取引事例地調査表に準じ、選定理由を付記のうえ作成する

ものとする。 

（標準地の評価調査書及び取得等の土地の評価調査書等の作成） 

第５６条 標準地の評価は、前２条で作成した資料を基に第５３条に定める土地評価の基準を適用し

て行い、価格決定の経緯と理由を明記した評価調査書を作成するものとする。 

２ 取得等する土地の評価は、前項で決定した標準地の価格を基に行うものとし、標準地との個別的

要因の格差を明記した評価調査書を作成するものとする。 

３ 前２項の評価格は、調査職員が指示する図面に記載するものとする。 

（残地等に関する損失の補償額の算定） 

第５７条 残地又は残借地に関する損失の補償額は、調査職員の指示により、基準第５７条及び基準

運用第４３に定めるところにより算定し、残地（又は残借地）補償額算定調査書を作成するものと

する。 
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第６章 建物等の調査 

第１節 調  査 

（建物等の調査） 

第５８条 建物等の調査とは、建物、工作物及び立竹木について、それぞれの種類、数量、品等又は

機能等を調査することをいう。 

（建物等の配置等） 

第５９条 次条以降の建物等の調査に当たっては、あらかじめ当該権利者が所有し、又は使用する一

画の敷地ごとに、次の各号に掲げる建物等の配置に関する調査を行うものとする。 

一 建物、工作物及び立竹木の位置 

二 敷地と土地の取得等の予定線の位置 

三 敷地と接続する道路の幅員、敷地の方位等 

四 その他配置図作成に必要となる事項 

２ 建物等の全部又は一部が残地に存する場合には、調査職員から調査の実施範囲について指示を受

けるものとする。 

（法令適合性の調査） 

第６０条 建物等の調査に当たっては、次の各号の時期における当該建物又は工作物につき基準第３

０条第２項ただし書きに基づく補償の要否の判定に必要となる法令に係る適合状況を調査するも

のとする。この場合において、調査対象法令については調査職員と協議するものとする。 

一 調査時 

二 建設時又は大規模な増改築時 

（木造建物） 

第６１条 木造建物〔Ⅰ〕の調査は、別記６木造建物調査積算要領（以下「木造建物要領」という。）

により行うものとする。 

２ 木造建物〔Ⅱ〕及び木造建物〔Ⅲ〕の調査は、木造建物要領を準用して行うほか、当該建物の推

定再建築費の積算が可能となるよう行うものとする。 

３ 前２項の実施に当たっては、基準要領第７条に規定する補正項目に係る建物の各部位の補修等の

有無を調査するものとする。 

（木造特殊建物） 

第６２条 木造特殊建物の調査は、前条第２項及び第３項を準用するものとする。 

（非木造建物） 

第６３条 非木造建物〔Ⅰ〕の調査は、別記７非木造建物調査積算要領（以下「非木造建物要領」と

いう。）により行うものとする。 
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２ 非木造建物〔Ⅱ〕の調査は、非木造建物要領を準用して行うほか、当該建物の推定再建築費の積 

算が可能となるよう行うものとする。 

（機械設備） 

第６４条 機械設備の調査は、別記８－１機械設備調査算定要領（以下「機械設備要領」という。）

により行うものとする。 

（生産設備） 

第６５条 生産設備の調査は、次の各号について行うほか、別記８－２工作物調査算定要領（以下「工

作物要領」という。）により行うものとする。 

なお、生産設備のうち、その一部が機械設備要領第３条第１項に規定する「機器等」に合致する

ものである場合は、機械設備要領に準じて調査を行うものとする。 

一 生産設備の配置状況。調査に当たり必要があると認められるときは、平板測量等を行う。 

二 種類（使用目的） 

三 規模（形状、寸法）、材質及び数量 

四 園芸用フレーム、牛、豚、鶏その他の家畜の飼育施設又は煙突、給水塔、貯水池、用水堰、浄

水池等にあっては、当該設備の構造の詳細、収容能力、処理能力等 

五 ゴルフ練習場、駐車場、テニスコート等にあっては、打席数又は収容台数等 

六 当該設備の取得年月日及び耐用年数 

七 その他補償額の算定に必要と認められる事項 

（附帯工作物） 

第６６条 附帯工作物の調査は、別記８－３附帯工作物調査算定要領（以下「附帯工作物要領」とい

う。）により行うものとする。 

（庭園） 

第６７条 庭園の調査は、次の各号について行うほか、工作物要領により行うものとする。 

一 庭園に設置されている庭石、灯籠、築山、池等の配置の状況及び植栽されている立竹木の配置

の状況。配置の調査は、平板測量により行うものとする。ただし、規模が小さく平板測量以外で

行うことが可能なものにあっては、他の方法により行うことができる。 

二 庭石、灯籠、築山、池等の形状、構造、数量等 

三 庭園区域内にある立竹木の種類、形状、寸法、数量等 

四 その他補償額の算定に必要と認められる事項 

（墳墓） 

第６８条 墳墓の調査は、次の各号について行うほか、別記１１墳墓調査積算要領（以下「墳墓要領」

という。）により行うものとする。 

一 墓地の配置の状況、墓地使用者（以下「祭祀者」という。）ごとの画地及び通路等の配置の状

況。配置の調査は、墓地管理者の立会いを得て平板測量により行うものとする。ただし、規模が
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小さく平板測量以外で行うことが可能なものにあっては、他の方法により行うことができる。 

二 墓地使用者ごとの墓石の形状、寸法、構造及び種類 

三 墓地使用者ごとの墓誌等の形状、寸法及び種類 

四 墓地使用者ごとのカロートの形状、寸法及び種類（石造又はコンクリート造）。不可視部分に

ついては、墓地使用者又は墓地管理者からその状況を聴取する。 

五 墓地使用者ごとのその他の石積、囲障、立竹木等の種類、形状、寸法及び数量 

六 その他補償額の算定に必要と認められる事項 

 

（立竹木） 

第６９条 立竹木の調査は、第５条第４号表３の区分ごとに次の各号により行うほか、別記１０立竹

木調査積算要領（以下「立竹木要領」という。）により行うものとする。 

一 庭木等（観賞樹、効用樹、風致木）の調査 

イ 権利者の画地ごとに立木の位置を調査する。当該画地の一部を取得等するときは、取得等す

る部分と残地の部分とに区分し、立木の位置を図面に表示するとともに番号（寄植及び連植で

あって同樹種、同寸法のものは、同番号とする。）を付す。 

ロ 立木については、樹種名、根本周囲、胸高直径、枝幅、樹高、管理の状況等を調査する。 

ハ 観賞用竹（ほていちく、きんめいちく、なりひらたけ、かんちく等）については､ 5本程度

を 1株として、その位置をイの図面に表示するとともに番号を付す。 

ニ 芝、地被類、草花等については、植込みの面積を調査する。 

二 用材林の調査 

イ 権利者ごとに、原則として、毎木調査により、樹種、胸高直径、林齢（又は植裁年次）、人

工林・天然生林の別、管理の状況等を調査する。 

ロ 調査職員から、標準地調査法により調査を実施する旨の指示があったときは、次により行う。 

(ｲ) 権利者ごとに、当該土地に植栽されている立木を樹種ごとに一括して取り扱うことが相  

当と認められる区域を決定し、調査する。ただし、同樹種区域であっても立木の粗密度、径

級、配置、成育状況、林齢（又は植裁年次）が異なっていると認められる場合には、これら

が異なるごとの範囲を調査し、区分する。 

(ﾛ) (ｲ)で定めた区域内で最も標準と認められる範囲（標準地）１，０００平方メートル程度

を定め、当該範囲内にある樹種名、胸高直径、本数及び林齢（又は植裁年次）の調査（以下

「標準地調査」という。）を行う。 

なお、(ｲ)で定めた区域が５，０００平方メートル程度以下の場合には、標準地の面積を

当該区域面積の１０パーセント程度をもって行う。 

三 薪炭林の調査前号の調査に準じて行う。 

四 収穫樹及び特用樹の調査は、原則として、園栽培は面積調査、野立は毎木調査とし、樹種、樹

齢（植込年次）及び管理の状況等の調査を行うものとする。 

なお、同区域内に囲障、釣棚等の工作物が存するときは、これらの調査も行うものとする。 

五 竹林の調査は、原則として、面積調査とし、品種、調査区域内の標準的な竹の幹周（女竹につ

いては長さ）の調査も行うものとする。 

六 苗木（植木畑）の調査 
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権利者ごとに苗木（植木畑）として取り扱うことが相当と認められる区域を決定し、植栽され 

ている苗木について、同樹種、同寸法のものごとに樹種名、根本周囲、胸高直径、枝幅、樹高、

本数、及び樹齢（育生年数）等を調査する。 

なお、同樹種同寸法のものが大規模に植栽されている場合には、第２号（ロ）の標準地調査の

例により行うことができる。 

七 その他の立木の調査 

立木の存する位置、樹種等により前各号の調査に準じて行う。 

 

 

第２節 調査書等の作成 

（建物等の配置図の作成） 

第７０条 建物等の配置図は、前節の調査結果を基に次の各号により作成するものとする。 

一 一画地を単位として作成する。 

二 縮尺は、原則として、次の区分による。 

イ 建物、庭園及び墳墓を除く工作物、庭木等を除く立竹木 

１００分の１又は２００分の１ 

ロ 庭園、墳墓、庭木等 

５０分の１又は１００分の１ 

三 用紙は、工業標準化法（昭和２４年法律第１８５号）第１１条により制定された日本工業規格

（以下「日本工業規格」という。）Ａ列３判を用いる。ただし、建物の敷地が広大であるため記

載することが困難である場合には、Ａ列２判によることができる（以下この節において同じ。）。 

四 敷地境界線及び方位を明確に記入する。方位は、原則として、図面の上方を北の方位とし図面

右上部に記入する。 

五 土地の取得等の予定線を赤色の実線で記入する。 

六 建物、工作物及び立竹木の位置等を記入し、建物、工作物及び立竹木ごとに番号を付す。ただ

し、工作物及び立竹木が多数存する場合には、これらの配置図を別に作成することができる。 

七 図面中に次の事項を記入する。 

イ 敷地面積 

ロ 用途地域 

ハ 建ぺい率 

ニ 容積率 

ホ 建築年月日 

ヘ 構造概要 

ト 床面積（用途階層別の床面積及び建物延べ床面積） 

チ 建築面積（建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）に定める建築面積をいう。） 

 

（法令に基づく施設改善） 

第７１条 第６０条の調査結果を基に法令適合性調査書（様式第６２号）を作成するものとする。 

２ 当該建物又は工作物が建設時又は大規模な増改築時においては法令に適合していたが、調査時に
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おいては法令に適合していない（このような状態にある建物又は工作物を、以下「既存不適格物件」

という。）と認められる場合には、次の各号に掲げる事項を調査書に記載するものとする。 

一 法令名及び条項 

二 法令の規定に基づく施設の改善の内容 

 

（木造建物） 

第７２条 木造建物の図面及び調査書は、第６１条の調査結果を基に作成するものとする。 

２ 木造建物〔Ⅰ〕の図面及び調査書は、木造建物要領により作成するものとする。 

３ 木造建物〔Ⅱ〕及び木造建物〔Ⅲ〕の図面及び調査書は、前項に準じて作成するほか、次の各号 

の図面を作成するものとする。 

一 基礎伏図（縮尺１００分の１） 

二 床伏図（縮尺１００分の１） 

三 軸組図（縮尺１００分の１） 

四 小屋伏図（縮尺１００分の１） 

（木造特殊建物） 

第７３条 木造特殊建物の図面及び調査書は、第６２条の調査結果を基に作成するものとする。

２ 図面は、木造建物要領を準用して作成するほか、次の各号の図面を作成するものとする。 

一 基礎伏図（縮尺１００分の１） 

二 床伏図（縮尺１００分の１） 

三 軸組図（縮尺１００分の１） 

四 小屋伏図（縮尺１００分の１） 

五 断面図（矩計図）（縮尺５０分の１） 

六 必要に応じて上記各図面の詳細図（縮尺は適宜のものとする。） 

３ 調査書は、木造建物要領に準じ、次の各号により作成するものとする。

一 建物ごとに、推定再建築費を積算するために必要な数量を算出する。

二 当該建物の移転工法の認定及び補償額の算出が可能となる内容とする。 

（非木造建物） 

第７４条 非木造建物〔Ⅰ〕の図面及び調査書は、第６３条第１項の調査結果を基に非木造建物要領

により作成するものとする。 

２ 非木造建物〔Ⅱ〕の図面及び調査書は、第６３条第２項の調査結果を基に非木造建物要領を準用

して作成するものとする。 

 

（機械設備） 

第７５条 機械設備の図面及び調査書は、第６４条の調査結果を基に機械設備要領により作成するも

のとする。 
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（生産設備） 

第７６条 生産設備の調査書は、第６５条の調査結果を基に工作物要領により作成するものとする。 

２ 図面は、生産設備の種類、構造、規模等を考慮して、補償額の算定に必要となる平面図、立面図、

構造図、断面図等を作成するものとする。 

（附帯工作物） 

第７７条 附帯工作物の図面及び調査書は、第６６条の調査結果を基に附帯工作物要領により作成す

るものとする。 

（庭園） 

第７８条 庭園の調査書は、第６７条の調査結果を基に工作物要領及び立竹木要領を準用して作成す

るとともに、積算に必要と認める土量、コンクリート量、庭石の数量等を算出するものとする。 

（墳墓） 

第７９条 墳墓の図面及び調査書は、第６８条の調査結果を基に作成するものとする。 

２ 図面は、次の各号により作成するものとする。 

一 墓地使用者ごとの画地及び通路等の区分を明確にする。 

二 墓地使用者の画地ごとに番号を付す。 

三 土地の取得等の予定線を記入する。 

３ 調査書は、墳墓要領により作成するものとする。 

（立竹木） 

第８０条 立竹木の図面及び調査書は、第６９条の調査結果を基に作成するものとする。 

２ 第６９条において標準地調査を行った場合の図面には、次の各号の事項を記載するものとする。 

一 標準地の位置、面積 

二 標準地を基準として樹木数量等を決定した範囲、面積 

３ 調査書は、立竹木要領により作成するものとする。 

第３節 算  定 

（移転先の検討） 

第８１条 建物等を移転する必要があり、かつ、相当程度の残地が生ずるため、残地を当該建物等の

移転先とすることの検討を行う場合（第１０章移転工法案の検討に該当するものを除く。）には、

残地が建物等の移転先として基準運用第１６第１項（４）第１号から第４号までの要件に該当する

か否かの検討をするものとする。 

２ 前項の検討に当たり残地に従前の建物に照応する建物を再現するための当該照応建物（以下「照

応建物」という。）の推定建築費は、概算額によるものとし、平面図及び立面図はこのための必要

最小限度のものを作成するものとする。 
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なお、調査職員から、当該照応建物の詳細な設計による推定建築費の積算を指示された場合は、

この限りでない。 

３ 第１項の検討にあたり、当該請負契約に対象とされていない補償項目に係わる見積額は、調査職

員から教示を得るものとする。 

４ 第１項及び第２項の検討にあたり、移転を必要とする残地内の建物等については、第７０条で定

める図面に対象となるものを明示するものとする。 

 

（法令に基づく施設改善費用に係る運用益損失額の算定） 

第８２条 既設の施設を法令の規定に適合させるために必要となる最低限の改善費用に係る運用益

損失額の算定は、基準運用第１６第３項の定めるところにより行うものとする。 

（木造建物） 

第８３条 木造建物の移転料を推定再建築費を基礎として算出するときは、建物ごとに第７２条で作

成した図面及び調査書を基に、木造建物〔Ⅰ〕については木造建物要領により、当該建物の推定再

建築費を積算するものとする。 

なお、木造建物〔Ⅱ〕及び木造建物〔Ⅲ〕の推定再建築費の積算にあたっては、木造建物要領第

２条第３項に定めるところによるものとする。 

２ 木造建物の移転料の算定は、調査職員から指示された移転工法により行うものとする。 

３ 石綿含有建材の使用が認められた木造建物の移転料のうち、再築工法及び除却工法で建物を再現

する必要がないと認められるときは取り壊し工事費、改造工法及び除却工法で建物の一部を切り取

るときは切取工事費、復元工法のときは解体工事費、曳家工法のときは曳家工事費の算定にあたっ

ては、別記９石綿調査算定要領により行うものとする。 

（木造特殊建物） 

第８４条 木造特殊建物の移転料を推定再建築費を基礎として算出するときは、建物ごとに第７３条

で作成した図面及び調査書を基に、積算するものとする。 

なお、その積算にあたっては、木造建物要領第２条第３項に定めるところによるものとする。 

２ 木造特殊建物の移転料の算定は、調査職員から指示された移転工法により行うものとする。 

（非木造建物） 

第８５条 非木造建物の移転料を推定再建築費を基礎として算出するときは、建物ごとに第７４条で

作成した図面及び調査書を基に、非木造建物〔Ⅰ〕については非木造建物要領により、当該建物の

推定再建築費を積算するものとする。 

なお、非木造建物〔Ⅱ〕の推定再建築費の積算にあたっては、非木造建物要領第３条第３項に定

めるところによるものとする。 

２ 非木造建物の移転料の算定は、調査職員から指示された移転工法により行うものとする。 

３ 石綿含有建材の使用が認められた非木造建物の移転料のうち、再築工法及び除却工法で建物を再

現する必要がないと認められるときは取り壊し工事費、改造工法及び除却工法で建物の一部を切り

取るときは切取工事費、復元工法のときは解体工事費、曳家工法のときは曳家工事費の算定にあた
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っては、別記９石綿調査算定要領により行うものとする。 

 

（照応建物の詳細設計） 

第８６条 第８１条第２項なお書きによる照応建物の推定建築費の積算にあたっては、次の各号に掲

げるもののほか、積算に必要となる図面を作成するものとする。 

一 照応建物についての計画概要表（様式第９８号、第９９号） 

二 面積比較表（様式第１００号） 

 

（機械設備） 

第８７条 機械設備の補償額の算定は、第７５条で作成した調査書等を基に、機械設備要領により行

うものとする。なお、営業用（事業用）の機械設備については、復元費と再築費それぞれに営業補

償等を加えた補償総額での経済比較を行ったうえで、移転工法を判定することとする。 

（生産設備） 

第８８条 生産設備の補償額の算定は、第７６条で作成した調査書等を基に当該設備の移設の可否及

び適否について検討し、工作物要領により行うものとする。 

２ 営業用（事業用）の生産設備については、復元費と再築費それぞれに営業補償等を加えた補償総

額での経済比較を行ったうえで、移転工法を判定することとする。 

（附帯工作物） 

第８９条 附帯工作物の補償額の算定は、第７７条で作成した調査書等を基に当該附帯工作物の移設

の可否及び適否についてを検討し、附帯工作物要領により行うものとする。 

（庭園） 

第９０条 庭園の補償額の算定は、第７８条で作成した調査書等を基に当該庭園の再現方法等を検討

し、工作物要領により行うものとする。 

（墳墓） 

第９１条 墳墓の補償額の算定は、第７９条で作成した調査書等を基に墳墓要領により行うものとす

る。 

（立竹木） 

第９２条 立竹木の補償額の算定は、第８０条で作成した調査書等を基に立竹木要領により行うもの

とする。 
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第７章 営業その他の調査 

第１節 調  査 

（営業その他の調査） 

第９３条 営業その他の調査とは、営業、居住者及び動産に関する調査をいう。 

（営業に関する調査） 

第９４条 受注者は、調査区域内にあって移転対象となる権利（営業を行っている）者の営業実態

により、別記１２営業調査積算要領（以下「営業要領」という。）に基づき調査を行うとともに

資料の提供を求めなければならない。 

２ 仮営業所に関する調査を指示されたときは、前項に規定するほか、次の各号による調査を行うも

のとし、調査の結果、仮営業所として適当なものが存しないと認めるときは、その旨を調査職員に

報告するものとする。 

一 仮営業所設置場所の存在状況並びに賃料及び一時金の水準 

二 仮営業所用建物の存在状況並びに賃料及び一時金の水準 

三 仮設組立建物等の資材のリースに関する資料 

（居住者等に関する調査） 

第９５条 居住者等に関する調査は、世帯ごとに次の各号によるほか、別記１３居住者調査積算要領

（以下「居住者要領」という。）により行うものとする。 

一 氏名、住所（建物番号、室番号） 

二 居住者の家族構成（氏名、生年月日） 

三 住居の占有面積及び使用の状況 

四 居住者が当該建物の所有者でない場合には、貸主の氏名等、住所等、賃料その他の契約条件、 

契約期間、入居期間及び定期借家契約である場合にはその期間 

五 貸家所有者については、所有する建物の各室毎の直近１２か月分の家賃収入額 

六 その他必要と認められる事項 

２ 居住以外の目的で借家している者に対しては、前各号に掲げる事項に準じて調査するものとする。

３ 前２項の調査は、賃貸借契約書、住民票等により行うものとする。 

（動産に関する調査） 

第９６条 動産に関する調査は、世帯ごとに次の各号によるほか、別記１４動産調査積算要領（以下

「動産要領」という。）により行うものとする。 

一 所有者の氏名等及び住所等（建物番号、室番号） 

二 動産の所在地 

三 住居又は店舗等の占有面積及び収容状況。ピアノ、美術品、金庫等で特別な取扱いを必要とす

るものについては、個別に調査する。 
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四 一般動産については、品目、形状、寸法、容量、重量 

五 その他必要と認める事項 

第２節 調査書の作成 

（調査書の作成） 

第９７条 前３条の調査に係る調査書は、営業要領、居住者要領及び動産要領に定めている各調査書

に所定の事項を記載することにより作成するものとする。 

第３節 算  定 

（補償額の算定） 

第９８条 営業に関する補償額の算定は、調査職員から営業補償の方法につき指示を受けるほか、営

業要領により行うものとする。 

２ 前項の場合において、仮営業所設置費用を算定するときは、仮営業所の設置方法について調査職

員の指示を受けるものとする。 

３ 仮住居等補償、家賃減収補償、借家人補償及び移転雑費の補償額の積算は、居住者要領により行

う。 

４ 動産移転料の算定は、動産要領により行うものとする。この場合において、美術品等の特殊な動

産で、専門業者でなければ移転料の算定が困難と認められるものについては、専門業者の見積書を

徴するものとする。 
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第８章 消費税等調査 
 

（消費税等に関する調査等） 

第９９条 消費税等に関する調査等とは、土地等の権利者等の補償額の算定に当たり消費税法（昭和

６３年法律第１０８号）及び地方税法（昭和２５年法律第２２６号）に規定する消費税及び地方消

費税（以下「消費税等」という。）の額の補償額への加算の要否又は消費税等相当額の補償の要否

の調査及び判定等を行うことをいう。ただし、権利者が国の機関、地方公共団体、消費税法別表第

三に掲げる法人又は消費税法第２条第７号に定める人格のない社団等であるときは、適用しないも

のとする。 

（調査） 

第１００条 土地等の権利者等が消費税法第２条第４号に規定する事業者であるときの調査は、次に

掲げる資料のうち消費税等の額又は消費税等相当額の補償の要否を判定等するために必要な資料

を収集することにより行うものとする。 

なお、次に掲げる資料のうち「消費税及び地方消費税確定申告書（控）」等の１つの資料により

判定が可能であるときは、それ以外の資料を調査する必要はないものとする。 

一 前年又は前事業年度の「消費税及び地方消費税確定申告書（控）」 

二 基準期間に対応する「消費税及び地方消費税確定申告書（控）」 

三 基準期間に対応する「所得税又は法人税確定申告書（控）」 

四 消費税簡易課税制度選択届出書 

五 消費税簡易課税制度選択不適用届出書 

六 消費税課税事業者選択届出書 

七 消費税課税事業者選択不適用届出書 

八 消費税課税事業者届出書 

九 消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書 

十 法人設立届出書 

十一 個人事業の開廃業等届出書 

十二 消費税の新設法人に該当する旨の届出書 

十三 消費税課税事業者届出書（特定期間用） 

十四 特定期間の給与等支払額に係る書類（支払明細書（控）、源泉徴収簿等） 

十五 特定新規設立法人に該当する旨の届出書 

十六 その他の資料 

２ 受注者は、前項に掲げる資料が存しない等の理由により必要な資料の調査ができないときは、速

やかに、調査職員に報告し、指示を受けるものとする。 

（補償の要否の判定等） 

第１０１条 消費税等に関する調査書は、第１００条の調査結果を基に作成するものとする。 

２ 調査書は、消費税等相当額補償の要否判定フロー（「国土交通省の直轄の公共用地の取得等に伴

う損失の補償等に関する消費税及び地方消費税の取扱いについて」（平成２６年３月２６日付け国

土用第１４９号土地・建設産業局地価調査課長通知）別添―５参考）により補償の要否を判定（課

税売上割合の算定も含む。）するものとし、消費税等調査表（様式第９４号）を用いて作成するも

のとする。この場合において、消費税等調査表によることが不適当又は困難と認めたときは、当該

調査表に代えて判定理由等を記載した調査表を作成するものとする。 
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第９章 予 備 調 査 

第１節 調  査 

（予備調査） 

第１０２条 予備調査とは、工場、店舗、営業所、ドライブイン、ゴルフ練習所等で大規模なもの（以

下「工場等」という。）の敷地が取得等の対象となる場合で、従前の機能を残地において回復させ

ることの検討が必要であると認められるもの等について、建物等の調査に先立ち当該工場等の企業

内容、使用実態、土地の取得等に伴う建物等の影響の範囲及び想定される概略の移転計画（レイア

ウト）案の作成に必要な事項の調査を行うことをいう。 

（企業内容等の調査） 

第１０３条 予備調査に係る工場等の企業内容等の調査は、次の各号に掲げる事項について行うもの

とする。 

一 名称、所在地及び代表者氏名 

二 業種及び製造、加工又は販売等の主な品目 

三 所有者又は占有者の組織 

四 他に工場等を有している場合には、他工場等と当該工場等との関係 

五 財務状況 

六 原材料、製品又は商品の主な仕入先又は販売先（得意先） 

七 製品等の製造、加工又は販売等の工程（図式化したもの） 

八 その他移転計画案の検討に必要と認める事項 

（敷地使用実態の調査） 

第１０４条 予備調査に係る工場等の敷地の使用実態の調査は、次の各号に掲げる事項について行う

ものとする。 

一 敷地面積及び形状、土地の取得等の範囲及び面積、残地の面積及び形状 

二 用途地域等の公法上の規制 

三 各建物の位置、構造、階数、建築面積、延べ床面積、建築年月及び用途（使用実態） 

四 敷地内の使用状況等 

イ 屋外に設置されている機械設備、生産設備及び附帯工作物のうち特に必要と認めるものの位

置、形状、寸法、容量等 

ロ 駐車場の位置及び収容可能台数 

ハ 原材料、製品等の置場の位置、形状、寸法及び原材料、製品等の品目、数量 

ニ 工場立地法（昭和３４年法律第２４号）に基づく緑地の位置及び面積 

五 前条第７号の製品等の製造、加工又は販売等の工程と建物等の配置との関係 

六 その他移転計画案の検討に必要と認める事項 

七 敷地内の使用状況の概要が把握できる写真の撮影 
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（建物調査） 

第１０５条 予備調査に係る建物の調査は、前２条の調査結果を基に土地等の取得等の対象となる範

囲に存する建物及び従前の機能を回復するために関連移転の検討の対象とする建物について、第６

１条又は第６３条に準ずる方法により行うものとする。この場合における構造概要、立面、建築設

備等の調査は、概算による推定再建築費の積算が可能な程度に行うものとする。 

２ 前項の関連移転の検討の対象とする建物を定めるに当たっては、調査職員の指示を受けるものと

する。 

（機械設備等調査） 

第１０６条 予備調査に係る機械設備、生産設備及び附帯工作物の調査は、前条に準じて行うものと

する。 

第２節 調査書等の作成 

（企業概要書） 

第１０７条 企業内容等の調査書は、第１０３条の調査結果を基に移転計画案検討概要書（様式第９

５号）を用いて、作成するものとする。 

（配置図） 

第１０８条 予備調査に係る工場等の配置図は、当該工場等の敷地のうち予備調査の対象とした範囲

について、第１０４条の調査結果を基に次の各号により作成するものとする。ただし、当該工場等

の敷地が広大な場合で敷地全体の配置図等が権利者から提供されたときは、これを使用することが

できる。 

一 建物、屋外の主たる機械設備及び生産設備、原材料置場、駐車場、通路、緑地等の位置（又は

配置） 

二 製品等の製造、加工又は販売等の工程 

三 縮尺は、５００分の１又は１，０００分の１ 

 

（建物、機械設備等の図面作成） 

第１０９条 予備調査に係る工場等の建物及び機械設備等の図面は、概算による推定再建築費等の積

算が可能な程度の平面図及び立面図等を必要最小限度作成するものとする。 

（移転計画案の作成） 

第１１０条 予備調査に係る工場等の移転計画案は、第１０３条から第１０６条の調査結果を基に、

次の各号に掲げる内容で２又は３案程度を作成するものとする。この場合において、残地が建物等

の移転先地として基準運用第１６第１（４）第１号から第３号までの要件に該当するか否かの検討

を行うものとする。 

一 製品等の製造、加工又は販売等の工程の変更計画 
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二 建物、機械設備等の移転計画 

三 照応建物に係る建物の構造、規模、階数等の概要 

四 建物、機械設備等の移転工程表 

五 移転計画図（縮尺５００分の１又は１，０００分の１） 

六 移転計画案検討概要書（様式第９６号） 

七 移転工法案の比較表（様式第９７号） 

２ 前項の検討にあたり、照応建物の推定再建築費は第１０９条に定める図面のほか、次の各号に掲

げるものを作成し、積算するものとする。 

一 照応建物についての計画概要表（様式第９８号、第９９号） 

二 面積比較表（様式第１００号） 

三 平面（間取り）の各案についての計画概要比較表（様式第１０１号） 

第３節 算  定 

（補償概算額の算定） 

第１１１条 前条で作成する移転計画案（２又は３案）の補償概算額の算定は、第１０７条、第１０

８条、第１０９条及び第１１０条で作成した調査書及び図面を基に行うものとする。 
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第10章 移転工法案の検討 

第１節 調  査 

（移転工法案の検討） 

第１１２条 移転工法案の検討とは、工場等の敷地の一部が取得等の対象となる場合において、当該

敷地に存在する建物等の機能の全部又は一部を残地において回復するための通常妥当とする移転

方法等の案を検討することをいう。 

（企業内容等の調査） 

第１１３条 工場等の企業内容等の調査は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。ただし、

第１０７条の調査書の貸与を受けた場合には、その調査書を基に調査を行うものとする。 

一 名称、所在地及び代表者氏名 

二 業種及び製造、加工又は販売等の品目 

三 所有者又は占有者の組織 

四 他に工場等を有している場合には、他工場等と当該工場との関係 

五 財務状況 

六 原材料、製品又は商品の主な仕入先又は販売先（得意先） 

七 製品等の製造、加工又は販売等の工程（図式化したもの） 

八 その他移転工法案の検討に必要と認める事項 

（敷地使用実態の調査） 

第１１４条 工場等の敷地の使用実態の調査は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。た

だし、第１０４条の調査結果資料の貸与を受けた場合には、その資料を基に調査を行うものとする。 

一 敷地面積及び形状、土地の取得等の範囲及び面積、残地の面積及び形状 

二 用途地域等の公法上の規制 

三 各建物の位置、構造、階数、建築面積、延べ床面積、建築年月及び用途（使用実態） 

四 敷地内の使用状況等 

イ 屋外に設置されている機械設備、生産設備及び附帯工作物のうち、特に必要と認められるも

のの位置、形状、寸法、容量等 

ロ 駐車場の位置及び収容可能台数 

ハ 原材料、製品等の置場の位置、形状、寸法及び原材料、製品等の品目、数量 

ニ 工場立地法に基づく緑地の位置及び面積 

五 前条第７号の製品等の製造、加工又は販売等の工程と建物等の配置との関係 

六 その他移転工法案の検討に必要と認める事項 

七 敷地内の使用状況の概要が把握できる写真の撮影 
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第２節 調査書等の作成 

（企業概要書） 

第１１５条 企業内容等の調査書は、第１１３条の調査結果を基に移転計画案検討概要書（様式第９

５号）を作成するものとする。 

（移転工法案の作成） 

第１１６条 工場等の移転工法案は、第５９条から第６７条、第６９条、第１１３条及び第１１４条

の調査結果を基に、次の各号に掲げる内容で２又は３案を作成するものとする。この場合において、

残地が建物等の移転先として基準運用第１６第１項（４）第１号から第３号までの要件に該当する

か否かの検討を行うものとする。 

一 製品等の製造、加工又は販売等の工程の変更計画 

二 建物（残地内での関連移転又は残地外の土地への移転を必要とするものを含む。）、機械設備

等の移転計画 

三 照応建物に係る建物の構造、規模、階数等の概要 

四 建物、機械設備等の移転工程表 

五 移転計画図（縮尺５００分の１又は１，０００分の１） 

六 移転計画案検討概要書（様式第９６号） 

七 移転工法案の比較表（様式第９７号） 

２ 前項の検討にあたり照応建物の推定建築費は、概算額によるものとし、次の各号に掲げるものの

ほか、概算額の積算に必要な平面図及び立面図を必要最小限度作成するものとする。 

なお、調査職員から、当該照応建物の詳細な設計による推定建築費の積算を指示された場合は、

これに必要な図面を作成し、積算するものとする。 

一 照応建物についての計画概要表（様式第９８号、第９９号） 

二 面積比較表（様式第１００号） 

三 平面（間取り）の各案についての計画概要比較表（様式第１０１号） 

（補償額の比較） 

第１１７条 前条の移転工法案を作成したときは、基準運用第１６第１項（４）第４号に定める補償

額の比較を行うものとする。 

２ 前項の検討にあたり、当該請負契約に対象とされていない補償項目に係わる見積額は、調査職員

から教示を得るものとする。 
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第11章 再算定業務 

（再算定業務） 

第１１８条 再算定業務とは、建物等の移転補償額について再度算定する（再度調査して算定する場

合を含む。）ことをいう。 

（再算定の方法） 

第１１９条 建物等の移転補償額の再算定は、次の各号の一に該当する場合を除くほか、従前の移転

工法及び移転補償額の算定方法により行うものとする。 

一 移転補償額の算定項目、算定方法等に係る基準等又は調査積算要領等が改正されている場合に

は、改正後の基準等により算定する。 

二 再調査の結果が現調査表の内容と異なる場合は、再調査の結果に基づき移転補償額を算定する。

この場合における移転工法は、調査職員の指示による。 
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第12章 補 償 説 明 

（補償説明） 

第１２０条 補償説明とは、権利者に対し、土地の評価（残地補償を含む。）の方法、建物等の補償

方針及び補償額の算定内容（以下「補償内容等」という。）の説明を行うことをいう。 

（概況ヒアリング等） 

第１２１条 受注者は、補償説明の実施に先立ち、調査職員から当該事業の内容、取得等の対象とな

る土地等の概要、移転の対象となる建物等の概要、補償内容、各権利者の実情及びその他必要とな

る事項について説明を受けるものとする。 

２ 受注者は、現地踏査後に補償説明の対象となる権利者等と面接し、補償説明を行うことについて

の協力を依頼するものとする。 

（説明資料の作成等） 

第１２２条 権利者に対する説明を行うに当たっては、あらかじめ、現地踏査及び概況ヒアリング等

の結果を踏まえ、次の各号に掲げる業務を行うものとし、これら業務が完了したときは、その内容

等について調査職員と協議するものとする。 

一 当該区域全体及び権利者ごとの処理方針の検討 

二 権利者ごとの補償内容等の確認 

三 権利者に対する説明用資料の作成 

（権利者に対する説明） 

第１２３条 権利者に対する説明は、次の各号により行うものとする。 

一 ２名以上の者を一組として権利者と直接面接すること。 

二 権利者と面接するときは、事前に連絡を取り、日時、場所その他必要な事項について了解を得 

ておくこと。 

２ 権利者に対しては、前条において作成した説明用資料を基に補償内容等の理解が得られるよう十

分な説明を行うものとする。 

（記録簿の作成） 

第１２４条 受注者は、権利者と面接し説明を行ったとき等は、その都度、説明の内容及び権利者の

主張又は質疑の内容等を説明記録簿（様式第１０２号）に記載するものとする。 

（説明後の措置） 

第１２５条 受注者は、補償説明の現状及び権利者ごとの経過等を、必要に応じて、調査職員に報告

するものとする。 

２ 受注者は、当該権利者に係る補償内容等のすべてについて権利者の理解が得られたと判断したと
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きは、速やかに、調査職員にその旨を報告するものとする。 

３ 受注者は、権利者が説明に応じない又は当該事業計画、補償内容等若しくはその他の事項で意見

の相違等があるため理解を得ることが困難であると判断したときは、調査職員にその旨を報告し、

指示を受けるものとする。 
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第13章 事業認定申請図書の作成 

（事業認定申請図書の作成） 

第１２６条 事業認定申請図書の作成とは、土地収用法（昭和２６年法律第２１９号。以下この章に

おいて「法」という。）第１６条に規定する事業の認定を受けるため、法第１８条の規定による事

業認定申請書及び添付書類等を作成することをいう。 

（事業計画の説明） 

第１２７条 事業認定申請図書の作成に当たっては、当該事業認定申請に係る事業の目的、計画の概

要及び申請区間等について調査職員等から説明を受けるものとする。 

（現地踏査） 

第１２８条 事業認定申請図書の作成に当たって行う現地踏査においては、事業認定申請に係る起業

地を含む事業地の踏査を行うものとする。 

（起業地の範囲の検討） 

第１２９条 起業地の範囲の検討は、事業認定申請区間に係る発注者が貸与する事業計画図を基に、

本体事業、附帯事業又は関連事業ごとに行うものとする。 

２ 前項による事業認定申請の範囲を検討したときは、調査職員と協議するものとする。 

（事業認定申請図書の作成方法） 

第１３０条 事業認定申請図書は、法第１８条並びに法施行規則（昭和２６年建設省令第３３号。以

下この章において「施行規則」という。）第２条及び第３条に定めるところに従うほか、別記１５

事業認定申請図書等作成要領により作成するものとする。 

（事前相談用資料の作成方法） 

第１３１条 発注者が上部機関の事前相談を行う際の事前相談用資料の作成は、前条の定めるところ

により、法第２０条の事業の認定の要件すべてに該当するように記載するものとする。この場合に

おいて、事前相談に必要と認める参考資料をあわせて作成するものとする。 

（事前相談用資料の提出） 

第１３２条 受注者は、前条の事前相談用資料の作成が完了したときは、速やかに、調査職員に当該

資料を提出するものとする。 

（本申請図書の作成） 

第１３３条 事前相談の完了に伴う本申請図書の作成は、調査職員の指示により事前相談用資料を修

補し、又は補足資料を整備して行うものとする。 
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（裁決申請図書の作成） 

第１３４条 裁決申請図書の作成とは、法第４０条に規定する裁決申請書及び添付書類等を作成する

ことをいう。 

（裁決申請図書の作成方法） 

第１３５条 裁決申請図書は、法第４０条並びに施行規則第１６条及び第１７条に定めるところに従

うほか、別記１５事業認定申請図書等作成要領により作成するものとする。 

（明渡裁決申立図書の作成） 

第１３６条 明渡裁決申立図書の作成とは、法第４７条の３に規定する明渡裁決申立書及び添付書類

等を作成することをいう。 

（明渡裁決申立図書の作成方法） 

第１３７条 明渡裁決申立図書は、法第４７条の３並びに施行規則第１７条の６及び第１７条の７に

定めるところに従うほか、別記１５事業認定申請図書等作成要領により作成するものとする。 
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第14章 その他の業務の調査等 

（その他の業務に関する調査等） 

第１３８条 受注者は、その他の業務について、発注者が別途定める調査等要領等に基づき調査し、

補償金額の算定のために必要な図書等を作成するものとする。 

２ 受注者は、前項により作成した図書に基づき補償金額の算定を行うものとする。 
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第15章 写真台帳の作成 

（写真台帳の作成） 

第１３９条 受注者は、第５章から第１１章に定める調査等と併せて、別記第１６写真台帳作成要領

に基づき、所有者ごとに写真台帳を作成するものとする。 

２ 写真台帳には、写真を撮影した付近の建物等の配置図又は見取図等を添付し、第７０条第６号に

基づき付した建物等の番号を付記するとともに、撮影の位置、方向及び写真番号等を記入するもの

とする。 
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第16章 土地調書及び物件調書の作成 

（土地調書等の作成） 

第１４０条 受注者は、第３章、第４章、第６章及び第７章に定める業務の成果品により、別記１７

土地調書及び物件調書作成要領に基づき土地調書及び物件調書を作成するものとする。 

 

 



50 

 

第17章 検証及び照査 

（検証及び照査） 

第１４１条 受注者は、各成果品について十分な検証（受注者が、請負に係る業務の成果品の瑕疵を

防止するため、当該成果品を発注者に提出する前に、発注者の指示に従った成果品が完成している

か否かを点検及び修補することをいう。以下「検証」という。）を行わなければならない。 

２ 受注者は、前項に基づく検証の他、発注者が別に定める場合を除き、原則として照査技術者によ

る点検等（以下、「照査」という。）を行うものとする。 

３ 前項に定める検証及び照査は、第３章から第１６章までに定める業務について行うものとする。 

４ 検証及び照査の方法は、検証・照査済一覧表（様式第２号）により各種別ごとに検証者が行い、

これに基づき管理技術者が総括の検証を、照査技術者が照査を行ったうえで、署名押印をしなけれ

ばならない。 
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